
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
部
分
）

第
一

国
民
の
理
解
の
増
進
及
び
協
力
の
確
保
を
図
る
た
め
の
制
度
の
整
備

一

目
的
規
定
の
拡
充

こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
に
、
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
及
び
協
力
の
確
保
を

図
る
た
め
の
措
置
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
及
び
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
記
載
事
項
の
拡
充

１

主
務
大
臣
が
定
め
る
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の
記
載
事
項
に
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る
国
民
の
理
解
の
増
進
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関
す
る
国
民
の
協
力
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
並
び
に

移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情
報
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
六
号
関
係
）

２

市
町
村
が
作
成
す
る
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
記
載
事
項
に
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
住
民
そ
の
他
の

関
係
者
の
理
解
の
増
進
及
び
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
協
力
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項



を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
関
係
）

三

教
育
啓
発
特
定
事
業
の
創
設

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
育
啓
発
特
定
事
業
」
と
は
、
市
町
村
又
は
施
設
設
置
管
理
者
（
以
下
「
市
町
村
等
」
と
い

う
。
）
が
実
施
す
る
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
学
校
と
連
携
し
て
行
う
教
育

(1)
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
業

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
理
解
の
増
進
又
は
移
動
等
円
滑
化
の
実
施
に
関
す
る

(2)
こ
れ
ら
の
者
の
協
力
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
啓
発
活
動
の
実
施
に
関
す
る
事
業
（

に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）

(1)（
第
二
条
第
二
十
九
号
関
係
）

２

基
本
構
想
に
教
育
啓
発
特
定
事
業
が
位
置
付
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
関
係
す
る
市
町
村
等
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し

て
、
当
該
基
本
構
想
に
即
し
て
教
育
啓
発
特
定
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
教
育
啓
発
特
定
事
業
計
画
」

と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
教
育
啓
発
特
定
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

市
町
村
等
は
、
教
育
啓
発
特
定
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
す
る
市
町
村
及
び
施



設
設
置
管
理
者
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
教
育
啓
発
特
定
事
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
関
係
す
る
市
町
村
及
び
施
設
設
置
管
理
者
等
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
の
二
関
係
）

四

移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
、
移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
及
び
移
動
等
円
滑
化
基
本
構
想
に
係
る
規
定

に
お
け
る
主
務
大
臣
に
文
部
科
学
大
臣
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

第
二

国
の
援
助
及
び
情
報
提
供
の
確
保
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
方
公

共
団
体
に
対
し
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
関
係
）

二

国
は
、
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情
報
提
供
の
確
保
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
生
活
の
本
拠
の
周
辺
地
域
以
外
の
場
所

に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
観
光
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
円
滑
な
利
用
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
用
具

の
備
付
け
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
措
置
に
係
る
情
報
が
適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う



、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
二
条
の
三
第
二
項
関
係
）

第
三

高
齢
者
障
害
者
等
用
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
規
定
の
整
備

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
齢
者
障
害
者
等
用
施
設
等
」
と
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
施
設
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
者
の
利
用
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由

に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
円
滑
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
適
正
な
配
慮
が
必
要
と
な
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
号
関
係
）

二

国
及
び
国
民
の
責
務
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
高
齢
者
障
害
者
等
用
施
設
等
の
円
滑
な
利
用
を
確
保
す
る
上
で
必
要

と
な
る
適
正
な
配
慮
に
係
る
規
定
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
及
び
第
七
条
関
係
）

三

施
設
設
置
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
等
す
る
新
設
旅
客
施
設
等
、
新
設
特
定
道
路
等
、
新
設
特
定
路
外
駐
車
場
、
新
設
特

定
公
園
施
設
又
は
新
築
特
別
特
定
建
築
物
に
お
け
る
高
齢
者
障
害
者
等
用
施
設
等
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
な

る
適
正
な
配
慮
に
つ
い
て
の
広
報
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
七
項
、
第
十
条
第
八
項
、
第
十
一
条
第
六
項
、
第
十
三
条
第
七
項
及
び
第
十
四
条
第
七
項
関
係
）

第
四

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
係
る
道
路
管
理
者
の
基
準
適
合
義
務
等
の
創
設



一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
と
は
、
道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
車
両
停

留
施
設
で
あ
っ
て
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
旅
客
の
乗
降
、
待
合
い
そ
の
他
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
二
条
第
十
二
号
関
係
）

二

道
路
管
理
者
は
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
と
き
は
、
当
該
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
道

路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
管
理
す
る
新
設
旅
客
特
定
車
両

停
留
施
設
を
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
関
係
）

三

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
（
新
設
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

、
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
条
第
四
項
関
係
）

四

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
お
い
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
対
す
る
誘
導
そ
の
他

の
支
援
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
提
供
及
び
移
動
等

円
滑
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
職
員
の
教
育
訓
練
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
十
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
関
係
）

第
五

一
定
規
模
以
上
の
建
築
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
適
合
義
務
の
対
象
と
な
る
「
特
別
特
定

建
築
物
」
の
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
十
九
号
関
係
）

第
六

公
共
交
通
事
業
者
等
及
び
道
路
管
理
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
拡
充

一

新
設
旅
客
施
設
等
又
は
新
設
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
す
る
基
準

１

公
共
交
通
事
業
者
等
又
は
道
路
管
理
者
は
、
新
設
旅
客
施
設
等
又
は
新
設
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
使
用
し
た
役

務
の
提
供
の
方
法
に
関
し
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
条
第
三
項
関
係
）

２

公
共
交
通
事
業
者
等
又
は
道
路
管
理
者
は
、
旅
客
施
設
等
（
新
設
旅
客
施
設
等
を
除
く
。
）
又
は
旅
客
特
定
車
両
停

留
施
設
（
新
設
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
除
く
。
）
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
関
し
移
動
等
円
滑
化
の
た

め
に
必
要
な
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
三
項
及
び
第
十
条
第
四
項
関
係
）

３

主
務
大
臣
は
、
新
設
旅
客
施
設
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に
つ
い
て
１
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
実
が



あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
交
通
事
業
者
等
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
三
項
関
係
）

二

高
齢
者
、
障
害
者
等
で
あ
る
旅
客
の
乗
継
ぎ
の
円
滑
化

１

公
共
交
通
事
業
者
等
又
は
道
路
管
理
者
（
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
管
理
す
る
道
路
管
理
者
に
限
る
。
２
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
で
あ
る
旅
客
の
乗
継
ぎ
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
他
の
公
共
交
通
事
業
者
等
そ
の

他
の
関
係
者
と
相
互
に
協
力
し
て
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
八
項
及
び
第
十
条
第
九
項
関
係
）

２

公
共
交
通
事
業
者
等
又
は
道
路
管
理
者
が
他
の
公
共
交
通
事
業
者
等
又
は
道
路
管
理
者
に
対
し
１
の
措
置
に
関
す
る

協
議
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
他
の
公
共
交
通
事
業
者
等
又
は
道
路
管
理
者
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
旅
客
施
設
又
は
旅

客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
有
す
る
機
能
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
の
正
当
な
理
由
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
第
九
項
及
び
第
十
条
第
十
項
関
係
）

三

主
務
大
臣
は
、
第
三
の
三
並
び
に
第
六
の
一
の
１
及
び
２
に
関
す
る
措
置
に
関
し
、
公
共
交
通
事
業
者
等
の
判
断
の
基

準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
二
第
二
号
及
び
第
六
号
関
係
）



第
七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
八

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

第
一
及
び
第
二
の
改
正
規
定
等

は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
関
す
る
検
討
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
関
係
）


